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今日のお話

第5章 社会保障制度の体系・第3節 年金制度の概要

2. 年金加入と負担
【１】年金保険への加入

【２】年金保険料

【３】費用

3.年金の給付
【１】老齢年金

【２】遺族年金

【３】障害年金
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日本の年金制度について、年金加入・年金保険料・費用負担の仕組み
を知るとともに、老齢年金、遺族年金、障害年金の給付の仕方を学ぶ。

★公的年金制度はどのような仕組みなの？
(前回の復習）
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公的年金保険の被保険者数
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図５-12 年金制度の体系
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図5-12  年金制度の体系

第１号被保険者 第２号被保険者 第３号被保険者

被用者：自営業者、農業者、　　　

２０歳以上の学生、無業者（＝20歳
以上60歳未満で２・３号以外の全国
民）、その他一部の被用者のパート

労働者

被用者：公務員と民間企業に勤

める者（＝更生年金適用事業所

に常時使用される70歳未満の者

第２号被保険者の被扶養配偶

者：20歳以上60歳未満の専業
主婦（夫）（＝原則として年

収130万円未満の者）

国民年金（受給時は、「基礎年金」）

厚生年金

69.3％20.6％ 10.1％

第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担

【１】年金保険への加入

❶加入要件（国民年金第１号・第２号・第３号被保険者)
日本国内に居住するすべての成人（満20歳以上）は国民年金に加入し、
被用者はさらに厚生年金に加入する

①厚生年金（国民年金第２号被保険者）

 加入義務：厚生年金適用事業所で働いている70歳未満の者に加入義
務（20歳未満でも加入。年収106万円以上。）＝国民年金第２号被保
険者。

 厚生年金適用事業所：すべての法人事業所＋常時5人以上の労働者を
使用する一定の業種の事業所

 2015年以降、すべての被用者年金＊は厚生年金に一元化。

＊３公社５現業、国家公務員、地方公務員、私学教職員、農協職
員などの共済年金など
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厚生年金加入義務の
106万円の壁を巡る攻防

 「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合
」は、所定内賃金が月額8.8万円以上（年収換算で約
106万円）になると厚生年金保険等に加入。

 令和７（2025）年の年金制度改正法により、所定内
賃金が月額8.8万円以上（年収約106万円）とする賃
金要件については、最低賃金の状況を踏まえ令和７
（2025）年６月から３年以内に撤廃されるとともに
、従業員50人超の企業を対象とする企業規模要件に
ついては、段階的に縮小・撤廃されることとなりま
す。
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第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担

【１】年金保険への加入

②第３号被保険者（第２号被保険者の被扶養者）

厚生年金加入者の配偶者で扶養されている者（20歳以上
60歳未満・年収130万円未満）。自ら保険料を支払う必要
なし、配偶者の加入期間に応じ基礎年金の給付を受けられ
る。

＊1986（S61）第３号被保険者制度の創設。専業主婦は年
金加入義務がないため保険料の支払いは不要であったが老
後の年金受給権もなかった⇒女性の年金受給権の確立。

＊共稼ぎの一般化により専業主婦優遇との批判

＊年収130万円の壁（被扶養者の場合、それ以上、稼ぐと
扶養者から外れ、年金支払い義務が発生する）

＊離婚時は配偶者の厚生年金を分割請求できる。

厚生年金（国民年金第3号被保険者
）130万円の壁を巡る攻防

 厚生年金加入者の配偶者で扶養されている者（20歳以上
60歳未満）が年収130万円を超えると、独自に厚生年金
か国民年金に加入。配偶者の扶養控除もなくなる。

 「130万円の壁」への対応

 繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が
一時的に上がったとしても、事業主がその旨を
証明することで、引き続き扶養に入り続けるこ
とが可能となる仕組みを作ります。
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第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担

【１】年金保険への加入

③国民年金第１号被保険者：第２号と第３号(厚生年金加
入者＋その配偶者130万円未満）を除く、すべての20歳か
ら60歳未満までの者

★従来は被用者以外の自営業者。農業者などを中心とした
制度だったが、現在は、自営業主が 18.7％、家族従業者
が 6.4％、常用雇用が 5.9％、パート・アルバイト・臨時
が 31.9％、無職が 33.7％となっている。（2023年国民年
金被保険者実態調査:2027）。

★要するに厚生年金制度に加入できない人のための年金制
度となっている。

第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担

【１】年金保険への加入

❷パート労働者と外国人への適用

①パート労働者の厚生年金加入

・パート労働者（短時間労働者）：所定労働時間及び労働日
数が通常の4分の3に満たない場合。厚生年金に加入できな
い。例：正社員（40時間・20日）→パート（30時間・15日以
下）
＊「従業員50人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金
が月額8.8万円以上（年収換算で約106万円）になると厚生年金保険等に
加入。2025年の改正で、年収・人数制限とも撤廃の方向に向かう

＊厚生年金に加入できない場合は国民年金に加入しなければならない！

＊例外は第3号被保険者（配偶者が第2号被保険者（厚生年金加入者）で
本人年収が130万円未満

⇒図５-13 短時間労働者の年金制度への加入

年金の手続。国民年金の第3号被保
険者のかたへ。（主夫でもOK)

会社員や公務員（国民年金の第2号被保険者）
の配偶者として扶養されている主婦・主夫の
かたは、国民年金の第3号被保険者となり、保
険料の納付は不要です。しかし、配偶者の退
職や離婚、自身の年収が130万円を超えるとき
、国民年金第3号被保険者の資格を失ったとき
は、国民年金の第1号被保険者として、又は国
民年金の第2号被保険者（厚生年金被保険者）
として保険料を納めなければなりません。
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図５-13 短時間労働者の厚生年金へ
の加入
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130万円

第１号

（国民年金）

第３号
（厚生年金）

第２号

（厚生年金）

3/4
(30時間）

労働時間

収入
改正法で拡大された部分

①週２０時間以上

②年収１０６万円以上

③501人以上の企業（または500人以下

で労使の合意がある場合）

2024年10月か
らの改正
①と②はそのま
ま、③は従業員
51人以上に拡
大。
なお、その他に
月額賃金8.8万
円以上、2ヶ月
以上の雇用見
込み。学生を除
くという条件あり

第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担

【１】年金保険への加入

②外国人適用

 被用者であれば厚生年金、居住者であれば国民年金に加入
義務があり、日本国民との取り扱いに違いはない。ただし、
短期滞在外国人の場合、加入期間に応じ、脱退一時金が支払
われる。また日本と社会保障協定が締結されている国の年金
制度に加入している場合は日本の年金制度への加入は免除さ
れる。

③日本年金機構

 年金の適用・保険料徴収、記録管理と裁定・給付の事務を
行っている。市町村は住民記錄の利用が不可欠な第1号被保
険者の届け出や免除申請の受付のみを行っている。

外国人は年金をもらえないのか？

 年金の受給に関しては、永住資格や在留資
格の種類に関係なく、年金の受給資格が認
められます。つまり、外国籍であっても、
適切な手続きを経て年金を受け取ることが
できます。障害を負った後に帰国した場合
や、遺族が外国にいる場合でも同様です。
したがって、加入に関する義務と受給に関
する権利は、外国人にも同様に適用されま
す。
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第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担
【２】年金保険料

❶保険料負担額

【国民年金第１号被保険者】収入に関わらず毎月定額保険
料（ 2025年度17,510円）を自分で納付。

【国民年金第２号（厚生年金）被保険者】給付や賞与を基
に定められた標準報酬月額に応じた厚生年金保険料18.3％
2017年以降は固定（国民年金分を含む）を事業主と折半し
て支払う（自己負担分は9.15％）。賞与は150万円までを標
準賞与額として保険料の算定対象。保険料納付義務は事業
主、本人負担分を源泉徴収して納付。

【国民年金第３号被保険者（第２号（厚生年金）被保険者
の配偶者）】保険料を納付する必要がなく、配偶者の事業
主を通じて届出を行えば足りる。第３号被保険者の年金給
付に要する費用は第２号（厚生年金）被保険者全体で負
担。

第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担
【２】年金保険保険料

❷保険料の免除と納付率

①申請免除と法的免除

【保険料免除制度】失業して所得がない／世帯所得が一定
以下、市町村に申請、全部または一部（４分の３、２分の
１，４分の１）が免除（申請免除）。＊免除期間に応じ給
付は減額されるが10年以内であれば保険料を追納できる。
＊生活保護の生活扶助の受給者や障害基礎年金の受給権者
は法定免除の対象（*申請免除期間に応じ給付は減額）

＊国民年金は所得にかかわらず加入し定額の負担を負わな
ければならない＝日本特有の「皆年金制度」⇒所得のない
者に対する免除制度（免除期間に対応し給付減額）（最低
給付＝国庫負担分のみ給付）

★免除といっても、払わなくてもお咎めなしではない！

第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担
【２】年金保険保険料

➁納付猶予制度

 20歳以上の学生（大学生、大学院生、短大生）にも加入
義務がある。本人所得が一定以下の場合、在学中の保険料
納付を最大10年猶予された後で追納可（学生納付特例）。
猶予期間は受給算定期間に算定される（追納した場合の
み。猶予期間中の事故は障害者年金の給付対象となる）。 
50歳未満の第1号被保険者にも同様の納付猶予制度がある。

➂育児期間中の保険料免除

 出産・育児を支援するため育児休業・産休期間中の厚生
年金保険料は免除される。その期間は納付期間と見なし、
将来の年金給付額に反映される。国民年金加入者も産前産
後期間（3ヶ月間）、申請により保険料免除、納付期間に算
定する。
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第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担
【２】年金保険保険料

❸国民年金保険料の納付率と未納期間

【国民年金第１号の保険料の納付率】2017年度国民年金被保
険者実態調査：世帯総所得金額が1000万円以上であっても
55.8％が「保険料が高く、経済的に支払うのが困難である」
と回答。＊第１号被保険者の50％が生命保険・個人年金に加
入。2年以上未納者（未加給者を含む）は166万人・加入者全
体の２％（2017年度末）。

＊未納者には年金は給付されないので年金財政上の問題は生
じないが、将来無年金で困窮する者が増加する懸念や正常に
納付している人の不安に繋がる、

＊納付督励・強制徴収（督励に応じない＝預貯金などの資産
の差し押さえ）。＊1人で1万6540円☓12＝198480円。4人
世帯で年間約80万円。年収1,000万円なら1割弱だが？
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令和６年度の国民年金の加入・保険
料納付状況を公表します

～昨年度に引き続き、国民年金第１号被保険
者の最終納付率 80％超を継続～

日本年金機構（平成 22 年１月発足）では、発
足当初 60％台であった最終納付率につい

て、80％台の安定的確保とその持続的向上を
目指して以下の取組を実施した結果、最高値

を更新（３年連続で 80％台）
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（令和６年度の主な取組）

1. 年代、所得、未納月数などに応じた納付勧奨

2. 口座振替やクレジットカード納付、コンビニや
インターネットバンキング等による納付方法の

周知に加え、口座振替の電子申請を開始し、納
めやすい環境を整備

3. 未納者数が多い大都市圏の 20 か所の年金事務
所の体制強化、他の都道府県に比べ納付率が低
い沖縄県の「沖縄プロジェクト」等の継続など
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第3節 年金制度の概要
2. 年金加入と負担
【３】費用

①基礎年金拠出金：厚生年金（国民年金第２号）被保険者か
らの保険料＋国民年金保険第１号被保険者からの保険料を、
加入者数で頭割りして基礎年金の財源を拠出（残り２分の１
は国庫負担）。厚生年金（国民年金第２号）被保険者からの
保険料＞国民年金保険第１号被保険者の保険料なので、制度
間の財政調整となる。

②基礎年金の国庫負担：２分の１は国庫負担（税財源）。
かっては３分の１⇒1990年代から議論⇒2004年度から引き上
げ⇒2012（H24）年度の「税と社会保障一体改革」で消費税
率の引き上げによる財源確保、国庫負担2分の１の恒久化。
＊保険料負担の引き上げ抑制、免除者にも国庫負担分の給付
が行われる、公的年金の民間金融商品に対する優位性を引き
出す。
＊なーるほどね。自分で運用した方が得なら公的年金の意味はないか？

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付

【１】老齢年金 ★ここまで

❶老齢年金の受給要件

①受給資格期間：保険料納付済み期間＋免除期間の合計が10年
以上ある者＊2017（H29 )年8月にそれまでの25年から10年に
短縮された。日本人が海外在住していたが任意加入しなかった
期間も合算対象期間（カラ期間）として受給資格期間に算入さ
れる。＊25年から10年に短縮したことにより、このような便法
が使われている。給付金の計算には関係なし。

②支給開始年齢：老齢基礎年金は65歳から支給。老齢厚生年金
も原則65歳から支給されるが、厚生年金（報酬比例部分）につ
いては2000（H12）年の改正で支給開始年齢の60歳から65歳へ
の段階的引き上げが進行中、男子2025（R７）年、女子2030
（R12）年に完了。男子は1961（S36)年4月2日生まれ女子は
1966（41）年4月2日生まれ以降、65歳から支給となる。

⇒図5－14 支給開始年齢の引上げ
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図5－14 支給開始年齢の引上げ

25

図5－14　支給開始年齢の引上げ

①男性 ②女性 ① ①＋②
1953 1958 S28.4.2-S30.4.1 S33.4.2-S35.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

60 歳⇒ 61歳⇒ 65 歳⇒
1955 1960 S30 .4.2-S32.4.1 S35.4.2-S37.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

60 歳⇒ 62歳⇒ 65 歳⇒
1957 1962 S32 .4.2-S34.4.1 S37.4.2-S39.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

60 歳⇒ 63歳⇒ 65 歳⇒
1959 1964 S34.4.2-S36.4.1 S39.4.2-S41.4.1 報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

60 歳⇒ 64歳⇒ 65 歳⇒
1961 1966 S36.4.2生まれ以降 S41.4.2-以降 老齢厚生年金

老齢基礎年金

60 歳⇒ 65 歳⇒

注：引き上げは2年ごと、女性は5年遅れ

②

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金

③支給の繰り上げと繰り下げ

 本人の希望により、支給開始を60歳以上65歳未満に繰り上
げることができる＝0.5％の減額が一生続く。支給開始を65歳
以上70歳未満に繰り下げることができる＝0.7％加算。★5年
繰り下げれば0.7%☓12ヶ月☓5年＝42％ずつ毎月の年金額が
増額して支給される。2020（R4)4月から75歳までとなり、繰
り下げによる増額率は0.4％となるとか。

★75歳まで我慢すれば84%増になるが…お金のプロがあえて
｢66歳から年金受給｣をオススメする理由

｢繰り上げ受給｣でも年金額を増やす方法はある
https://president.jp/articles/-/57775?page=1 ＊分かりやすくいえば85歳以上生き
れば開始年齢を遅らせた方が得になる。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金

❷老齢年金の給付額

①基礎年金：40年加入で満額。2025（R7)年度では月額
69,308円。年額83万1696円）加入期間が40年より短い、保
険料免除期間があればその分、減額。全額免除期間であれ
ば、国庫負担相当額（基礎年金額の2分の1＝月額3万4654
円年額41万5848円）。

月額6万9,308円の根拠：1986（S61）年の基礎年金制度の
創設時の高齢者の基礎的消費支出（衣食住）を賄える金額
（5万円）をベースに改定してきた。

②厚生年金：厚生年金加入期間について支払われる。20年
以上加入していた者が受給権を取得した時に生計を維持し
ていた65歳未満の配偶者または18歳未満の子がいる場合に
は加給年金が支給される。厚生年金の支給額＝加入期間の
平均標準報酬額の1000分の5.481(給付乗率）☓加入月数

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金 

＊平均標準報酬額：加入期間の平均標準報酬額の平均だ
が、過去の低い賃金などは、現役世代の手取り賃金上昇率
などで補正している（賃金再評価）。

＊厚生年金額の設計：【かっては】労働者が平均賃金を得
て40年間厚生年金に加入してきた片働き世帯をモデルにし
て、夫婦の年金の合計（基礎年金2人分＋厚生年金）が現
役時代の賃金に対する割合（所得代替率）＝約6割となる
ように【行われて来た】。【しかし】、2004（H16)年の改
正で【マクロ経済スライド】が導入され、18.3％の保険料
を固定、財政収支が均衡するように給付額が決められるよ
うになった。このため、年金水準は年々低下してゆくが、
所得代替率50％を下回らないものとされている。

＊片働き世帯（専業主婦世帯）をモデル⇒女性の就業参加
の増加、両働き世帯が標準化。見直しが必要ではないか？

老齢基礎年金のバランスシート

 20歳から60歳まで40年間支払うと、

 老齢基礎年金の拠出金：毎月17,510円☓12ヶ月
☓40年＝840万4,800円

 65歳から85歳までの20年間受け取ると、

①財源金額:840万4,800円÷20年＝毎年42万0240
円☓2（同額公費負担）＝毎年84万0480円

②受給金額：毎月6万9308円☓12ヶ月＝年額年額
83万1696円。①ー②＝年額の差分8784円÷12＝毎
月732円=事務経費？

29

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金

❸年金額のスライド

①年金改定の仕組み

新規裁定者（現役世代）は賃金スライド：名目手取り賃金変動
率に連動

既規裁定者（引退世代：すでに年金受給）は物価スライド：消
費者物価指数の変動を調整して実質価値を維持すれば良い。

★ただし、物価変動が賃金変動を上回る場合には、賃金変動に
合わせて、既規裁定者（引退世代：すでに年金受給）の水準を
調整する。

図5－15 年金額改定のルール

25 26
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図5－15 年金額改定のルール

31

図5－15　年金額改定のルール

・新規裁定者（新裁）は賃金変動、既裁定者（既裁）は物価変動で年金額改定が行われる。

・ただし、物価変動率＞賃金変動率の場合は、既裁定者（既裁）も賃金変動率で年金額改定が行われる。

（この部分は２０２１年（令和３年）４月から施行）

既裁

物価 賃金

新裁

既裁

物価 賃金

新裁

既裁

物価 賃金

新裁

既裁

物価 賃金

新裁

★要するに、
賃金変動主導。
ない袖は振れ
ない！

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金

➁マクロ経済スライド

2014（H26）物価と賃金による改定率に対し一定の調整を行
う仕組みが導入される。

具体的には、現役世代の負担の上限を考えて将来の保険料率を
固定し、その中で給付と負担の均衡を図る。その際、調整期
間、年金額の伸びを上記の改定率よりも一定の調整率だけ差し
引いて改定する。

＊スライド調整率＝公的年金全体の被保険者の減少率（直近3
カ年の平均）＋平均余命の伸びを勘案した一定率（0.3）

図5－16 マクロ経済スライド

図5－16 マクロ経済スライド

33

＋0.3

賃

金
（

物

価
）

物価【＋0.5％】

賃金【＋0.3％】 賃金の改定率【＋0.2％】

スライド調整率（＊）

【▲0.1％】

注【 】内は２０２０（令和２）年金改定の数字。

＊スライド調整率＝「公的年金全体の被保険者の減少率」（直近3カ年度の実績値の平均

値）＋平均余命の伸びを勘案した一定率（0.3）＝－0.1％

★要するに、
賃金変動主導。
ない袖は振れ
ない！＋人口
変動の要素
（スライド調整
率）を加えて、
さらに抑える。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金

❹在職老齢年金 2026年4月以降 天井が50万円→62万円

60歳以上の働く高齢者の給与と年金の合計が一定額を超え
た場合に、年金の一部が支給停止となる制度です。年金を
受取っている高齢者がたくさん働いて給与が増えると、年
金は減額される仕組みになっています。なお、在職老齢年
金で支給停止の対象になるのは老齢厚生年金（報酬比例部
分）で、老齢基礎年金は減額されません。

＊月額給与45万円＋厚生年金の月額分10万円＝55万円

（55万円ー天井50万円）÷２＝2.5万円分は支給停止。

 総収入は、55万円＋2.5万円＝57.5万円。

★要するに、月額給与が天井50万円（62万円）に達するま
では、その差分の50％の厚生年金が支給されるが、天井を
越したら、支給は停止。

在職老齢年金制度による支給停止

35

在職老齢年金の計算方法

○支給停止月額＝（基本月額＋総報酬月額相当額−50万円）
×0.5
○年金支給月額＝基本月額−（基本月額＋総報酬月額相当額
−50万円）×0.5

問題：〈例〉Ｂさん（会社員・64歳・男性）の場合

1956（昭和31）年４月２日生まれのＢさんは今年65歳になり
ますが、現在と同じ給与で継続して就労することになっていま
す。65歳からの老齢厚生年金基本月額16万ですが、Ｂさんの
総報酬月額相当額を48万円とすると、Ｂさんはどれくらいの
年金をもえるでしょうか。

31 32

33 34

35 36
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在職老齢年金の計算方法

Bさんの65歳からの老齢厚生年金基本月額16万円で、

総報酬月額相当額月額給与＝48万円なので、

支給停止月額＝（16万円＋48万円−48万円）×0.5＝8万円

年金支給月額＝16万円−8万円＝8万円

Bさんの年金額は8万円で、就労収入と合わせて月額56万円の
収入となります。

★【在職老齢年金の計算】在職老齢年金の年金額と支給停止額
を年齢ごとに試算してみましょう。

https://www.kurassist.jp/nenkin_atoz/seido/zairou/zairou01
.html

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金  

❺旧共済年金

 公務員等の旧共済年金は2015（H27)年10月に厚生年金に
統合。旧共済年金は、厚生年金に加え年金払い退職給付を支
給、民間の企業年金に相当。旧共済年金の職域年金部分（3
階部分）の代わり。有期年金と終身年金からなる積立方式年
金、別途徴収した保険料を財源。＊公務員になるのは年金目
当て？

❻年金の支給と税制 ＊パチンコ屋さんの列の話

 年金支給は2ヶ月に1度、偶数月。年金への課税は事実上、
拠出時・給付時ともに免税。拠出時（社会保険料控除）、事
業主の保険料は損金算入できる。給付時は雑所得として課税
されるが公的年金等控除があり、65歳以上は158万円→205万
円未満（2025（R7)年以降）が最低保障される。多くの年金
受給者は課税されない＊現役世代との公平性の観点から年金課税の
強化を求める声もある？

公的年金等の税控除（R7改定）
158万円未満→205万円未満にUP

39

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【１】老齢年金  

❼その他、給付

①付加年金：国民年金には自営業者などの第1号被保険者を対
象とする任意加入の付加年金がある。月額400円の付加保険料
を納付すれば、200円☓保険料納付月数が支給される。物価ス
ライドなし。

②年金生活者支援給付金：2019（R1)年10月から、公的年金な
どの収入金額や所得が一定以下の者に年金に上乗せして支給す
る。65歳以上の老齢基礎年金の受給者で、同一世帯の全員が
市町村民税非課税である所得が一定以下の者、月額5000円を
基準に保険料納付期間等に応じた額が給付される（障害基礎年
金、遺族基礎年金にも同じ制度あり）。。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【２】遺族年金

❶遺族年金の受給要件

①受給資格：年金被保険者（まだ働いている人）や、年金受
給者が死亡した場合、生計を維持されていた遺族に給付され
る年金（年金の遺族への振替）。

・遺族基礎年金：死亡者が老齢基礎年金の被保険者か,年金
受給者の受給資格期間が25年以上の場合に遺族に支給。

・遺族厚生年金：死亡者が厚生年金の被保険者であった場合
に支給される。★遺族が1級・２級の障害厚生年金の受給権
者にも支給される。

・死亡日前日において保険料納付済み期間と免除期間をあわ
せた合計期間が被保険期間の３分の２以上あることが必要。
特例：死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月
までの直近1年間に保険料の未納がなければ良い。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【２】遺族年金 

➁遺族の範囲

【遺族基礎年金】死亡した方に生計を維持されていた

１）配偶者、２）子（18歳未満または20歳未満で障害年金の
障害等級１・２級） 優先権あり １）＞２）いずれか

【遺族厚生年金】死亡した方に生計を維持されていた

１）子のある配偶者：子（18歳になった年度の3月31日までに
ある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級
の状態にある方。）２）子のない配偶者３）父母４）孫（18
歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障
害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。）５）祖父
母。優先権あり。１）＞２＞３＞４＞５

37 38
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41 42
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第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【２】遺族年金

❷遺族年金の給付額

【遺族基礎年金】昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700
円 ＋ 子の加算額 昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300
円 ＋ 子の加算額★子が受け取るとき、831,700円＋2人目以降
の子の加算額 1人目および2人目の子の加算額 各239,300円
3人目以降の子の加算額 各79,800円
【遺族厚生年金】死亡した者の老齢厚生年金額の4分3 。被保
険者期間が25 年未満の場合は25年分保障される。

＊遺族厚生年金受給権者で、夫死亡時に40歳以上で、遺族基
礎年金の支給対象外（子どもがいない）妻には、65歳になる
まで中高齢寡婦加算がある。1956（S31)年以降に生まれた妻
には65歳以降、経過的寡婦加算が加算される。

＊年金改定の仕組みは老齢年金と同じ。遺族年金は非課税。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【２】遺族年金

❸併給関係

配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合、配偶者本人
の老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金を受給する。

ただし遺族厚生年金額は最大で①死亡した者の老齢厚生年金
の4分の３か、②配偶者本人の老齢基礎年金の2分の1までとす
るが、配偶者本人が老齢厚生年金をもらっている場合には、
それを超える差額分だけの支給。

＊児童扶養手当（父又は母と生計を同じくしていない児童が
いるひとり親家庭に対して、生活の安定と児童の福祉の増進
を図ることを目的として支給される手当）との併給について
は、2014（H26)年から、年金額が児童扶養手当額よりも低い
場合は、差額分を児童扶養手当として受給できる！（要する
るに児童扶養手当が遺族年金分だけ減額される訳だ。ケチく
さい話だ）。

【コラム】遺族厚生年金の受給対象者
の優先順位

★無論、優先順位が高い人からもらうので、低い人はもらえ
ない点に注意。①子のある妻⇒②子のある55歳以上の夫
⇒③子のない妻⇒④子のない55歳以上の夫⇒⑤55歳以上
の父母⇒⑥孫⇒⑦55歳以上の祖父母

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【２】遺族年金 

❹国民年金：自営業者等の第1号被保険者のみを対象とする
独自給付として、寡婦年金と死亡一時金がある。
★納付期間が足りず遺族基礎年金がもらえない場合の救済措置

【寡婦年金】第1号被保険者で納付期間が10年以上ある夫が
死亡した時に、十年以上継続して婚姻期間があり。生計を
維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間
支給される。年金額は夫の第1号被保険者期間だけで計算し
た老齢年金額の4分の3。
【死亡一時金】第1号被保険者として36 ヶ月以上保険料を
収めた者が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま死
亡した時、遺族基礎年金の支給を受けられない遺族に支給
される。金額は保険料を収めた月数により12万円から32万
円まで。

遺族年金と寡婦年金の違いは何です
か？ その１

 寡婦年金：国民年金に10年以上加入してい
た個人事業主（第1号被保険者）などの夫
が亡くなった場合に妻が60〜65歳まで受け
取れる年金（65歳以上は自分の年金）。

 条件：婚姻期間10年以上・夫の被扶養者・
妻が老齢基礎年金を繰上げ受給していない
こと。

47

遺族年金と寡婦年金の違いは何です
か？ その２

 寡婦年金：遺族年金や死亡一時金と異なり
、子どもがいない妻の生活を支えるための
制度である。

★遺族基礎年金は子どもがいる配偶者向け、
死亡一時金は保険料納付者の遺族が一括で受
け取る給付金など、それぞれ支給要件や金額
が異なる。

48

43 44
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遺族年金と寡婦年金の違いは何です
か？ その３

 寡婦年金の金額は、夫の老齢基礎年金額の
4分の3に相当する。ただし夫が厚生年金に
加入していた期間の分は計算に含まれず、
妻が再婚・死亡した場合や老齢基礎年金を
繰上げ受給した場合には、寡婦年金を受け
取れなくなる可能性がある。

49

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【３】障害年金 

❶障害年金の受給要件

【受給資格】①障害の原因となった病気やけがについて、初
めて医師の診療を受けた日（初診日：20歳前や60歳以上－65
歳未満の年金制度に加入していない期間も含む）において、
②年金保険に加入している者が③初診日より1年6ヶ月経過し
た日（障害認定日。その間に疾病などが治った場合は、治っ
た日）において、法令により定められた障害等級表（1級・2
級）による障害の状態にある場合に支給される。

【受給資格期間】初診日の前々月までの年金加入期間の3分の
2以上について保険料が納付または免除されていること＊特
例：初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がな
い場合。20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日が
ある場合「20歳前障害による障害基礎年金」が支給される。

障害年金の受給要件

51

20歳⇒国民・厚生年金加入期間⇒60歳 60歳から65歳 国民・厚生年金受給開始前20歳未満

初診日

障害認定日
または、疾病が治った
日（障害が残った）

1年6ヶ月後

初診日の前々月までの年金加入期
間の3分の2以上について保険料が
納付または免除されていること。

20歳前の年金制度に
加入していない期間
に初診日がある場合
「20歳前障害によ
る障害基礎年金」
が支給される。

年金加入期間

＊初診日を証明する病院の記録が必要。
65歳以上は老齢基礎年金を受給

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【３】障害年金

【障害の範囲】

①外部障害

  眼、聴覚、肢体（手足など）の障害など

②精神障害

  統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、
発達障害など

③内部障害

  呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾
患、糖尿病、がんなど

★障害の種類・程度などについて詳細な規定があり、医師の所見なども
踏まえ、認定されないと受給できない。特に精神障害は難しい。

第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【３】障害年金

❷障害年金の給付額

【障害基礎年金】加入期間にかかわらず定額、2級は満額の老
齢基礎年金と同額。（2025（R7）月額6万9308円、1級は2
級の25％増（ 8万6,635円）。子ども（18歳未満また20歳未
満で障害年金1級または2級の者）加算。配偶者加算はなし。

【障害厚生年金】2級の場合は被保険者期間の年数で計算した
老齢厚生年金と同額。被保険者期間が25年に満たない場合
は、25年分が保障される。1級は2級の25％増。1級または2級
の障害厚生年金には、配偶者加算があり、受給権者により生
計が維持されている65歳未満の配偶者が対象となる。3級が
あり、金額は2級と同じ（ただし最低保障額62万3800円）で
あるが、配偶者加算はなし。＊【障害手当金】傷病が治った日にお
いて一定の障害がある場合に2年分の年金額が一時金として支払。

★障害厚生年金の３級は軽度の精神障害などでももらえるようだ。

障害年金の等級の意味？

 障害の程度によって3段階、重い方から1級、2級、3
級の順番で、年金の額も障害の重さに比例。

【1級:】他人の介助を受けなければ日常生活がほとんど送れない。入院や在
宅介護を必要とし、活動範囲がベッド周辺に限られる。

【2級】必ずしも他人の助けは必要ないが、日常生活を送ることが困難。働
くことは難しく、活動の範囲が家や病院内に限られる。

【3級】日常生活に支障は少なくても、働くことに制限を受ける。

【障害手当金(障害厚生年金のみ一時金) 】働くことに制限を受けていて、
症状が固定している状態

★「障害基礎年金」には3級がないので、3級に該当する場合は障害
厚生年金のみ支給される。

★障害者手帳の等級とは必ずしも一致しない。障害者手帳を持って
いても、申請・判定を受ける必要あり。

54
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第3節 年金制度の概要
3. 年金の給付
【３】障害年金

★障害年金には所得制限はないが、

「20歳前障害による障害基礎年金」については、本人が保険
料を納付していないことから所得制限が設けられていて、本
人所得が一定額を超える場合は一部または全額が支給停止と
なる。

★年金改定の仕組みは老齢年金と同じ。障害年金は非課税。

＊障害年金は働きながらでも貰えるので、貰える人は貰った
方が良い。

障害基礎年金の年金額（2025度の額）

●障害基礎年金の年金額（2025年度の額）

1級：老齢基礎年金満額×1.25＝103万9620円【月額】8万
6,635円＋子の加算額。 2級：老齢基礎年金満額（83万1696
円）【月額 6万9308円】）＋子の加算額

●障害年金生活者支援給付金＊：以下の支給要件をすべて満
たしている人が対象となる。①障害基礎年金の受給者である
こと②前年の所得が一定以下であること。給付額は、以下の
通りである。（2025年度の額）

  障害等級１級 ･･･6,813円（月額）

  障害等級２級 ･･･5,450円（月額）

＊2019（R０）年10月から消費税を財源に導入

障害厚生年金の年金額（2025年度の額）

１級: 報酬比例の年金額× 1.25  + 配偶者の加給年金額

独身：約144～180万円 (月額約12～15万円)、夫婦：約168
～204万円 (月額約14～17万円)
２級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 

独身：約120～144万円 (月額約10～12万円)、夫婦：約144
万～180万円 (月額約12～15万円)
３級:報酬比例の年金額。ただし、障害基礎年金（2級）の
4分の３の額を最低保障額（最低保障623,800 円（月額
51,983 円）約60～72万円 (月額約5～6万円)
★障害厚生年金の１級か２級受給者は障害基礎年金も同時
に受給可能となる。

障害基礎年金と障害厚生年金
2025年度

58
令和７年度（202５年度）の障害年金の金額 - NPO法人障害年金支援ネット
ワーク (syougainenkin-shien.com)

障害厚生年金3級と、障害基礎年金
／老齢基礎年金は併給できますか？

 障害基礎年金には３級がないので、併給は
できません。

 また障害厚生年金は老齢年金（老齢基礎年
金や老齢厚生年金）との組み合わせはでき
ません。

 したがって、障害厚生年金の3級に該当する
場合、老齢年金との併給はできず、老齢年
金もしくは障害年金のどちらか有利な方を
選択します

59

次回は

10月6 日【厚生年金制度の概要】目的、
対象、給付の種類、年金の種類、費用負
担の最終回

第5章第3節年金制度の概要（4）年金財
政（５）企業年金と個人年金（６）最近
の改正と課題 p.178-194 
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